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劇場アートマネジメントセミナー 労働環境編

⾼知県⽴美術館 2024 06 25
吉澤 弥⽣

＊本スライドの無断転⽤、SNSでの共有や再配布はご遠慮ください
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1 既存調査の結果
①NPO法⼈Explat・⼀般社団法⼈芸術と創造「舞台芸術に関わるマネジメ
ント専⾨⼈材の労働環境実態調査 2019」サマリーより
オンライン・郵送 有効回答数＝1011

・「有期率」は「公的団体」35%、「⺠間団体」31%
・公的団体では収⼊が「無期」が「有期」を⼤きく上回るが、労働時間は
有期のほうが⻑い
・労働時間はフリー、⺠間団体、公的団体の順に多い
・有期は「報酬」「雇⽤の安定性」に不満。約3分の1が「3年以内の勤務先
の変更」を希望
・公的団体、⺠間団体ともに「有期」は都市と地⽅での収⼊差がみられる
・収⼊は公的団体、⺠間団体、フリーの順で多いが、⺠間団体とフリーは
⼀般の基準を下回る

5

②美術⼿帖が実施した学芸員（元学芸員を含む）対象の調査
オンライン 有効回答数＝111

・無償労働を強いられたことがあるか「はい」38.4%／「いいえ」39.4%

「残業は基本しないようにと⾔われるが急務が多々あり業務量も多い」
「役所に残業時間の追加要求をしないために無賃労働になることはしばし
ばある」
「やむをえず持ち帰り残業をしたことが多くある」
「仕事があるのに定時で帰るのは⼈事評価につながらないと⾔われた」
「強いられたわけではないが、プライベートで仕事のための研究や執筆を
しないと成⽴しない」
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・給与⾯（残業代の⽀払い、休⽇出勤、時間外⼿当、⼈事評価等）は適切
か「適切ではない」 50%

「名⽬上は適切。なぜなら超勤の予算が底をついたら、申請を上げないよ
うにという指⽰があるから」
「⼈事評価制度が不透明でモチベーションが削がれる」
「残業代の⽀払いなどの仕組みは適切に機能していると思うが、総⽀給額
が低い印象。契約職員のため退職⾦は無⽀給なので⻑く勤められる職場で
はない。当館の職員は、副館⻑以下、学芸員・総務広報など全員が単年度
の契約職員であるため、館の設置者である⾃治体も⻑期に渡り勤務する職
員は必要ないと考えているのだと思われる」
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・労務に関するトラブル（⾃由記述）

「任期に限りがある職員だったため、ほかの⾃治体の採⽤試験を受験する
ことを宣⾔していたところ、密室において『いまうちの町は職員がほかの
⾃治体に流出しているため、そのようなことを⾔うのはやめるように』と
いう旨の話が部⻑級の職員からあった。その後、起案を上げても決裁を受
けられないことが続いた」
「給与が安く待遇が不安定。そのことを⼝にすると正職員の学芸員が『不
満があるなら⽌めれば』と⾔ってくる。そんな⼈間が⼀⽅で『地域のボラ
ンティアやアマチュア研究者を育成したい』など⾔っていて笑わせると思
う。結局ただで働いてくれる⼈がほしいって訳だろうか」
「業務量も多く、ほとんど休みがない⽉もあるほどだった。市の直営だっ
たため、労基が介⼊できないという問題があった。パワハラといえるよう
な恐喝はなくとも、ほぼ強制的に⻑時間労働を強いられていたと思う」
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「仕事への責任を感じ、問題に気づく⼈の仕事ばかりが増えて、業務量の
偏りがひどい。（略）⽉100時間以上の残業も頻繁にあったが、超勤を出さ
ないでくれと⾔われたことは多々ある。だいたい年の後半は予算が底をつ
くので、残業代ゼロが続く」
「地⽅⾃治体の公⽴館の場合、そもそも地⽅公務員の給与は学芸員の専⾨
的な職能に対して低すぎると思う」
「海外の美術館館⻑が、⽇本の美術館が⼈事権を持っていないことに驚い
ていた。特に⽇本の館⻑⼈事は、最近変わってきたとはいえ、館の性格に
そぐわない名誉職として年配の男性館⻑が暗黙理に選ばれるケースが多く、
これまでの活動を無視した悪影響さえ及ぼすケースがある。美術館の館⻑、
学芸課⻑の⼈事は、展覧会と運営両⾯の過去の実績を踏まえ、時流を掴む
ことのできる⼈物を選ぶべきである」
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③表現の現場調査団「表現の現場ハラスメント⽩書2021」概要より
オンライン 回答者数＝1449

「（何らかの）ハラスメントを受けた経験がある」1,195
「セクハラ経験がある」1,161
「パワハラ経験がある」1,298
「ジェンダーハラスメント経験がある」1,042
「その他のハラスメント経験がある」797
「学⽣時代のアカハラ経験がある」376
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③インタビュー調査（筆者実施）の⼀部

『若い芸術家たちの労働』2011
『続・若い芸術家たちの労働』2012
『続々・若い芸術家たちの労働』2014

＊科学研究費補助⾦課題番号
18K02005にて実施中
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Case1: 30代⼥性／修⼠
・フリーランスのキュレーター
・企画公募に応募し参加。企画費を受け取ったが、キュレーションフィーはそもそもな
いと⾔われた。何故かと尋ねたら「昔からこうだから」と。⾜りない分は持ち出し。

Case2: 40代⼥性／⼤学
・⾏政の⽂化事業のディレクター、⼤学研究職（有期雇⽤）を兼務
・「この仕事は美術館の正規の学芸員になるか、専任の⼤学教員になるか以外に安定す
ることはほとんどない。アートセンターも指定管理であればほぼ有期雇⽤だし」
・「企画やプラン作成は仕事内容が⾒えにくいので、そこに謝礼が発⽣することを認識
している⼈はまだまだ少ない」

Case3: 30代⼥性／修⼠
・指定管理、協同事業体の正社員
・事前に交渉し、⽉収は「普通に暮らせるくらい」、週5⽇勤務、社保・交通費あり
・オープン直後で、半年に150本イベントをやることが決まっていた。この間休みなし。
15

・「他の事業体からは天下りや仕事のできない⼈ばかりが配属されていた」ので、本来
私の仕事ではない決算処理や会社間の交渉などもやった
・イベント内容の相談や⼈の紹介依頼があるが、「そこで話したアイディアとか⼈脈と
か、⾃分が時間をかけて築いたものを⼀瞬にして持っていかれてしまう」。「しかも悪
意なく」

Case4: 30代⼥性／修⼠
・指定管理、協同事業体の契約社員 、毎年更新5年まで
・⽉収は額⾯25万円、社保あり、残業代休⽇出勤⼿当あり 
・「業務内容、年間休⽇や有給休暇の⽇数を契約書に⽰して欲しいと交渉した。ここで
なあなあにして、『この⼈たちはこれでいける』と思われたら、後に続く⼈も困るだろ
うし」
・2年⽬から産休・育休がとれる。「これまでひとつの職場で2、3年以上働くのは抵抗
があったけど、こういうメリットがあるんだな」。半年で復帰するつもりだが、1年は
休んで育休取得の前例を作るべきか悩んでいる
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Case5: 40代⼥性／修⼠
・⾏政の運営する施設の常勤契約職員 、1年めは1年契約、その後3年更新
・収⼊は前職（⺠間）の約2倍、都会の⼀⼈暮らしで困らない額。休みもカレンダー通
りで、中間管理職的なストレスはあるが、体調が改善した
・今、育休取っている⼈が2⼈、戻って来て時短勤務の⼈が1⼈いる。⼤きい組織だと代
わりの⼈がいるのかもしれないけど、ここでは他の⼈にしわ寄せがきてしまう。よく考
えたら、今戦⼒となっているのは独⾝の⼈ばかり 
・「結婚したいから正規雇⽤じゃないとやっていけない」と⾔って辞めた男性や「⾃分
のキャリアや学歴に⾒合う仕事をしたい」と⾔って辞めた⼈もいる

Case6: 30代⼥性／修⼠
・短期間事業受託契約、⽉20万程の固定給と「サービス残業」。語学ができるからと契
約内容以外の仕事も頼まれた
・「アートマネジメントは何でも屋」「この業界は徒弟制度なんだろうなと感じること
がよくある。仕事の仕⽅も、⾔語化されて伝えられるというより、なんとなく合意され
たものがふわーと伝わってくる」
17

Case7: 20代⼥性／修⼠
・施設運営（指定管理）、⽂化財団の1年ごと嘱託職員（4年まで）
・⼿取り17万、交通費別途、社保あり
・残業時間の年間⽬標値があるため、実際より少なく申請するように圧⼒がかかったこ
とも。⽉60〜100時間の残業代のうち半分が「サービス残業」
・直属の上司が、専⾨でないことを⾔い訳に仕事をしないので、しわ寄せが現場に来る

＊ボランティア
Case8: 40代⼥性／⼤学
・企業の契約社員、転職の合間やボランティア休暇を活⽤して芸術祭に参加
・運営側に「有名なアーティストの制作にかかわらせてあげている」という⾼⾶⾞な態
度を感じたことも
・「アート業界はどうしてこんなに⼈を安く使うのか」

18
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＊インタヴューまとめ

・不安定な就労環境のなか職務や責任を果たそうと奮闘→「やりがい搾
取」、健康被害
・徒弟的、家族的な関係性→排他的、抑圧的、声をあげにくい雰囲気
・キャリアの⾒通しが⽴てづらい
・⻑時間労働、働き⽅と就労形態の不合致（「サービス残業」など）
・低賃⾦、⾮正規雇⽤・フリーランスなど不安定就労、雇⽤保障・社会保

障へのアクセス困難

・⾮物質的労働（ 企画、アイディア、⼈脈、サービス、ケアなど）に対す
る価値の低さ
・根底にあるジェンダートラック

19

2 ⽇本社会の構造
（1）産業構造の変容

フォーディズムからポストフォーディズムへ
・⾁体労働→認知労働・創造労働・感情（情動）労働
・時間と場所を区切った働き⽅→24時間体制、テレワーク

→後者の⽐重⾼にもかかわらず社会的価値が低い（→ケア、教育）

新⾃由主義＝グローバル化を背景とした市場原理主義、「⼩さな政府」
・公的組織・施設の⺠営化、「⺠間の⼒の活⽤」
・経営合理化による⼈件費の削減＝⾮正規雇⽤・フリーランスの増加

→賃⾦の減少、「正規／終⾝雇⽤」男性労働者前提の雇⽤保障（世帯主
義）に準拠した社会保障の機能不全

→雇⽤と⾃営の中間携帯の増加（→フリーランス保護新法）
20
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（2）労働のあり⽅

無償労働（アンペイドワーク）と有償労働（ペイドワーク）
・家事、育児、介護など無償労働は⼥性が担ってきた
・無償労働の有償化は、産業創出・⼥性の解放という側⾯がある
・にもかかわらず（しかも需要増なのに）低賃⾦、不安定就労のまま

資本capital：投資し蓄積することでその所有者が優位を獲得できるもの
・⽂化資本（教養、経験）
・社会関係資本（コネ、ツテ）
・創造資本
→「資本」を投資家的⽬線でとらえるか福祉（再配分）⽬線でとらえるか
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（3）ジェンダー格差の構造
1 教育
①就学機会における格差
②教育内容の偏り＝伝統的性役割の重視

→教育のジェンダー・トラックは就業に影響
2 就業（賃⾦、待遇、社会保障）
①コース別⼈事管理、出産育児による排除とマミー・トラック
②正規雇⽤・⾮正規雇⽤の格差

→就業のジェンダー・トラックは家庭での性別役割分業に影響
3 家庭
①無償労働（家事、育児、介護）が⼥性に偏る
②有償労働を男性が担う＝家⽗⻑制的価値観の再⽣産→1にもどる(ループ)
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世界経済フォーラム「Grobal Gender Gap 2024」2024.06
23

内閣府 令和5年男⼥共同参画⽩書 2023

＊ちなみに2023年は125位
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教育
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就労
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厚⽣労働省 令和5年賃⾦構造基本統計調査
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家庭
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3 今後に向けた取り組み

『アーティストの条件 アートワーカーの労働環境改善のために』なはーとカンファレンス2023報告書

41

3 今後に向けた取り組み

・前掲の各種実態調査

・各⾃治体や⽂化庁の相談窓⼝設置、契約に関するセミナー開催など

・NPO法⼈舞台芸術制作者オープンネットワーク、⼀般社団法⼈⽇本芸能
従事者協会（労災センター）、アーティスツユニオンのような活動

・・いろいろ
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